（別紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　育児休業支援手当金　

配偶者が育児休業をすることができないことの申出書
（※申請書裏面の「手当金支給要件となる配偶者の状況」８に該当する場合）

地方職員共済組合兵庫県支部長　様

令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所属所名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組合員番号　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組合員氏名　
※自署してください

　　私の配偶者につきましては、下記に該当するため、育児休業を取得できません。
　
□　配偶者が日々雇用される者であるため（添付書類　裏面※１）
　□　配偶者が期間を定めて雇用される場合であって、その養育する子の出生の日（出産予定日前に当
該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日）から起算して56日を経過する日の翌日から6
月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかであるため（添付書類　裏面※２）
□　配偶者が、その雇用する事業主と当該配偶者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表とする者との書面による協定で、育児休業等をすることができないものとして定められた労働者に該当し、その雇用する事業主にその育児休業等の申出を拒まれたため（添付書類　裏面※３）
□　その他子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内において、育児休業ができないことについてやむを得ない事由があると組合が認める場合に該当するため（下記の当てはまる事由に✔してください。）
　　□　配偶者が公務員であって育児休業の請求に対して任命権者から育児休業が承認されなかったため（添付書類　裏面※４）
□　配偶者が雇用保険適用事業に雇用されるが、一般被保険者・高年齢被保険者ではないため（週所定労働時間が20時間未満である者、昼間学生、短期雇用特例被保険者等）なお、公務員であって共済組合の組合員である場合を除く。（添付書類　裏面※５）
□　配偶者が雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者であるが、育児休業給付の受給資格がないため（添付書類　裏面※６）
□　配偶者の勤務先の出生時育児休業又は育児休業が有給の休業であるため、配偶者が出生時育児休業給付金が支給される休業又は育児休業給付金が支給される休業が取得できない場合（賃金が支払われていなければ出生時育児休業給付金又は育児休業給付金の支給要件を満たす休業を、子の出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日まで（出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して８週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日までとする。）の期間内に通算して14日以上取得している場合に限る。）（添付書類　裏面※７）
★必要な添付書類★
※１　労働条件通知書等労働契約の内容が分かる書類の写し
※２　労働条件通知書等労働契約の内容が分かる書類の写し
　　　なお、「労働契約の終了予定日」及び「子の出生日または出産予定日のうち遅い
日」について、申出書か添付書類に明記してください。
※３　下記のいずれに該当する労働条件であることがわかる労働条件通知書等労働契約の内容がわかる書類の写し（なお、いずれに該当するか下記に✔してください。）
　　　□　子の出生の翌日時点の勤務先の事業主に継続して雇用された期間が１年に満た
ない場合
　　　□　育児休業申出の日から１年以内に雇用関係が終了することが明らかである場合
□　出生時育児休業の申出の日から８週間以内に雇用関係が終了することが明らかである場合
□　１週間の所定労働日数が２日以下の場合
　 ※４　任命権者からの不承認の通知書の写し
　 ※５　雇用保険の適用に関することの証明書
　 ※６　雇用保険の適用に関することの証明書又は賃金支払い状況についての証明書
　 ※７　勤務先の休業が有給であることがわかるもの（育児休業証明書・育児休業申出書）


























